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◎
印
鑑
登
録

　
印
鑑
登
録
申
請
、
印
鑑
登
録
廃

止
申
請

●
パ
ス
ポ
ー
ト
（
旅
券
）

市
民
総
合
窓
口
（
１
階
）
②
番
へ

◎
パ
ス
ポ
ー
ト
窓
口

　
新
規
申
請（
新
規
・
切
替
新
規
・

訂
正
新
規
）、記
載
事
項
の
変
更
や

査
証
欄
の
増
補
申
請
、
紛
失
等
届

出
、
交
付

●
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
受
け

取
り
・
電
子
証
明
書
の
更
新　
　

市
民
総
合
窓
口
（
１
階
）
①
番
へ

●
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

予
防
接
種
証
明
書
の
交
付

保
健
セ
ン
タ
ー
へ
（
☎
55
・
０
３

０
１
）

税
金

●
税
の
種
類

税
務
課
（
2
階
）
へ

◎
市
税

　
市
民
税
、
固
定
資
産
税
、
都
市

●
納
税
相
談

税
務
課
（
2
階
）
へ

　
税
金
の
納
付
で
お
困
り
の
場
合

は
、
納
期
限
ま
で
に
相
談
を
。
放

置
す
る
と
延
滞
金
が
加
算
さ
れ
る

だ
け
で
な
く
、
滞
納
処
分
の
対
象

と
な
り
ま
す
。

国
民
健
康
保
険

●
国
民
健
康
保
険

保
険
医
療
課（
１
階
）⑥
番
へ（
各

種
療
養
費
の
申
請
は
⑧
番
、
保
険

料
の
納
付
相
談
は
⑨
番
へ
）

◎
加
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
人

　
職
場
の
健
康
保
険
や
後
期
高
齢

者
医
療
制
度
で
医
療
を
受
け
て
い

る
人
、
生
活
保
護
を
受
け
て
い
る

人
を
除
き
、
す
べ
て
の
人
が
国
民

健
康
保
険
に
加
入
し
ま
す
。

◎
こ
ん
な
時
に
は
14
日
以
内
に
届

出
を

①
市
内
に
転
入
し
た
時
・
市
外
へ

転
出
す
る
時
、
②
職
場
や
任
意
継

続
の
健
康
保
険
に
加
入
し
た
時
・

や
め
た
時
、
③
生
活
保
護
を
受
け

た
時
や
受
け
な
く
な
っ
た
時
、④
子

ど
も
が
生
ま
れ
た
時
、
⑤
被
保
険

者
が
死
亡
し
た
時
、
⑥
住
所
・
世

帯
主
・
氏
名
な
ど
が
変
わ
っ
た
時

※
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
を
。

国
民
年
金

●
国
民
年
金

市
民
窓
口
課
（
１
階
）
⑤
番
へ

◎
1
号
被
保
険
者
（
20
歳
以
上
60

歳
未
満
の
自
営
業
や
学
生
な
ど
の

方
）
の
加
入
手
続
な
ど

　
資
格
取
得
・
喪
失
届
、
任
意
加

入
、
免
除
申
請
、
学
生
納
付
特
例

◎
年
金
請
求

　
国
民
年
金
（
３
号
を
除
く
）
被

保
険
者
の
み
市
へ
、
厚
生
年
金
な

ど
は
日
本
年
金
機
構
天
王
寺
年
金

事
務
所
（
☎
06
・
６
７
７
２
・
７

５
３
１
）
へ
。
詳
細
は
お
問
い
合

わ
せ
を
。

健
康

※
詳
細
は
毎
年
４
月
に
広
報
紙
と

と
も
に
配
布
す
る
年
間
事
業
案
内

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

●
予
防
接
種

保
健
セ
ン
タ
ー（
☎
55
・
０
３
０
１
）へ

◎
予
防
接
種
の
種
類

　
ロ
タ
ウ
イ
ル
ス
、
ヒ
ブ
、
小
児

の
肺
炎
球
菌
、
五
種
混
合
、
四
種

混
合
、
Ｂ
Ｃ
Ｇ
、
麻
し
ん
風
し
ん

１
期
・
２
期
、
日
本
脳
炎
１
期
・

２
期
、
二
種
混
合
２
期
、
子
宮
頸

が
ん
、
Ｂ
型
肝
炎
、
水
痘

◎
そ
の
他
の
予
防
接
種

　
高
齢
者
の
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
、高

齢
者
の
肺
炎
球
菌
、
新
型
コ
ロ
ナ

ワ
ク
チ
ン
、
風
し
ん
第
5
期
予
防

接
種
、
妊
婦
等
の
風
し
ん
予
防
接

種●
健
康
診
査
・
教
室
・
相
談
等

保
健
セ
ン
タ
ー（
☎
55
・
０
３
０
１
）へ

◎
子
ど
も
の
健
康
診
査
の
種
類

　
妊
婦
健
康
診
査
、
産
婦
健
康
診

査
、
新
生
児
聴
覚
検
査
、
乳
児
一

般
健
康
診
査
、
４
か
月
児
健
康
診

査
、
乳
児
後
期
健
康
診
査
、
１
歳

７
か
月
児
健
康
診
査
、
２
歳
６
か

月
児
歯
科
健
康
診
査
、
３
歳
６
か

月
児
健
康
診
査

◎
妊
産
婦
・
乳
幼
児
の
た
め
の
相

談
と
教
室

　
マ
マ
パ
パ
教
室
（
母
親
・
父
親

に
な
る
人
の
た
め
の
教
室
）
や
離

乳
食
講
習
会
（
も
ぐ
も
ぐ
・
か
み

か
み
教
室
）

　
そ
の
他
、
赤
ち
ゃ
ん
訪
問
、
相

談
事
業
、
産
後
ケ
ア
事
業
な
ど
。

◎
健
康
診
査

　
集
団
検
診（
胃
が
ん
・
肺
が
ん
・

大
腸
が
ん
・
乳
が
ん
・
子
宮
頸
が

ん
検
診
、
青
年
・
成
人
健
康
診
査
）

を
保
健
セ
ン
タ
ー
で
実
施
。
ま
た
、

個
別
検
診
（
胃
が
ん
・
肺
が
ん
・

大
腸
が
ん
・
乳
が
ん
・
子
宮
頸
が

ん
検
診
、
心
電
図
検
査
、
Ｂ
型
・

Ｃ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
検
査
、
歯
周

疾
患
検
診
、骨
粗
し
ょ
う
症
検
診
）

は
取
扱
医
療
機
関
で
実
施
。
日
程

な
ど
は
年
間
事
業
案
内
で
確
認
を
。

◎
相
談

　
健
康
相
談
、
歯
科
相
談
、
栄
養

相
談
、
糖
尿
病
予
防
相
談
、
た
ば

こ
相
談
を
実
施
。
日
程
な
ど
は
問

い
合
わ
せ
を
。

◎
そ
の
他

40
歳
以
上
の
市
民
に
配
布
す
る

健
康
手
帳
の
交
付
を
行
っ
て
い
ま
す
。

●
母
子
健
康
手
帳
の
交
付

保
健
セ
ン
タ
ー（
☎
55
・
０
３
０
１
）へ

●
日
曜
・
祝
日
な
ど
の
急
病
診
療

休
日
急
病
診
療
所
（
☎
55
・
０
３

０
０
）
へ

13
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

介
護
保
険

●
介
護
保
険

介
護
保
険
課
（
1
階
）
⑩
番
へ

◎
被
保
険
者
（
加
入
者
）　

65
歳
以
上
の
人
（
第
１
号
被
保

険
者
）
と
40
歳
か
ら
65
歳
未
満
の

医
療
保
険
に
加
入
し
て
い
る
人

（
第
2
号
被
保
険
者
）が
介
護
保
険

の
被
保
険
者
で
す
。

◎
サ
ー
ビ
ス
が
利
用
で
き
る
人

65
歳
以
上
の
人
（
第
１
号
被
保
険

者
）＝
寝
た
き
り
、
認
知
症
な
ど
で

入
浴
・
排
泄
・
食
事
な
ど
の
日
常

生
活
動
作
に
つ
い
て
常
に
介
護
が

必
要
な
人
、
家
事
や
身
支
度
な
ど

の
日
常
生
活
に
支
援
が
必
要
な
人

40
歳
か
ら
65
歳
未
満
の
医
療
保
険

に
加
入
し
て
い
る
人
（
第
2
号
被

保
険
者
）
＝
初
老
期
認
知
症
、
脳

血
管
疾
患
、
が
ん
な
ど
、
老
化
に

と
も
な
う
病
気
（
特
定
疾
病
）
に

よ
り
介
護
が
必
要
と
な
っ
た
人

※
第
１
号
被
保
険
者
・
第
2
号
被

保
険
者
と
も
に
要
介
護
認
定
を
受

け
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

◎
保
険
料
の
納
付
方
法

第
１
号
被
保
険
者
＝
老
齢
・
退

職
・
遺
族
・
障
害
年
金
が
年
額
18

万
円
以
上
の
人
は
原
則
と
し
て
年

金
か
ら
天
引
き
（
特
別
徴
収
）、
そ

れ
以
外
の
人
は
納
付
書
に
よ
る
納

付
ま
た
は
口
座
振
替
で
納
付
（
普

通
徴
収
）。

※
65
歳
年
齢
到
達
や
転
入
に
よ
り

資
格
取
得
さ
れ
た
場
合
、
す
ぐ
に

は
特
別
徴
収
が
で
き
ま
せ
ん
。

第
2
号
被
保
険
者
＝
医
療
保
険
料

と
一
括
し
て
納
付

※
要
介
護
認
定
の
申
請
方
法
、
サ

ー
ビ
ス
の
内
容
、
サ
ー
ビ
ス
の
種

類
、
介
護
保
険
料
の
内
容
な
ど
詳

細
は
お
問
い
合
わ
せ
を
。

高
齢
者
の
福
祉

●
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

保
険
医
療
課
（
１
階
）
⑦
番
・
⑧

番
・
⑨
番
へ

対
象
者
＝
「
75
歳
以
上
の
人
」
お

よ
び
「
65
～
74
歳
で
申
請
に
よ
り

一
定
の
障
が
い
が
あ
る
と
認
め
ら

れ
た
人
」

・
被
保
険
者
証
の
再
発
行
お
よ
び

保
険
料
の
計
算
に
関
す
る
こ
と
＝

⑦
番

・
各
種
療
養
費
の
申
請
に
関
す
る

こ
と
＝
⑧
番

・
保
険
料
の
納
付
相
談
＝
⑨
番

※
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
を
。

●
在
宅
サ
ー
ビ
ス

地
域
福
祉
高
齢
課（
1
階
）⑪
番
へ

◎
さ
ま
ざ
ま
な
在
宅
サ
ー
ビ
ス

　
市
で
は
次
の
よ
う
な
事
業
を
行

っ
て
い
ま
す
。
詳
細
は
お
問
い
合

わ
せ
を
。

　
高
齢
者
等
総
合
見
守
り
シ
ス
テ

ム
の
設
置
、
食
の
自
立
支
援
事
業

（
配
食
サ
ー
ビ
ス
）、
訪
問
理
容
サ

ー
ビ
ス
助
成
事
業
、
寝
具
洗
濯
乾

燥
サ
ー
ビ
ス
助
成
事
業
、
在
宅
老

人
介
護
支
援
金
の
給
付
、
短
期
ベ

ッ
ド
貸
出
事
業
、
認
知
症
高
齢
者

Ｓ
Ｏ
Ｓ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
、
認

知
症
高
齢
者
等
個
人
賠
償
責
任
保

険
事
業

●
老
人
ク
ラ
ブ

福
祉
セ
ン
タ
ー　
キ
タ
バ
錦
渓
苑

大
師
町
26
の
1
（
☎
65
・
０
１
２

３
）
へ

●
老
人
ホ
ー
ム

介
護
保
険
課
（
1
階
）
⑩
番
、
地

域
福
祉
高
齢
課
（
1
階
）
⑪
番
へ

●
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

大
師
町
25
の
2
（
☎
65
・
０
２
５

６
）
へ

資
格
は
60
歳
以
上
の
働
く
意
欲

の
あ
る
市
内
在
住
者
で
す
。
詳
細

は
お
問
い
合
わ
せ
を
。

※
詳
し
く
は
各
担
当
課
に

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。　

市
役
所　
☎
53
・
１
１
１
１

（
代
表
）

Ｉ
Ｎ
Ｄ
Ｅ
Ｘ
の
見
方　
大
見

出
し
の
次
の
●
に
取
扱
い
業
務

と
窓
口
、
◎
は
主
な
内
容
な
ど

届
出
と
証
明
な
ど

●
戸
籍
と
住
民
登
録

次
の
届
出
は
市
民
総
合
窓
口

（
１
階
）
④
番
へ

◎
戸
籍
に
関
す
る
届
出

　
出
生
届
、
死
亡
届
、
婚
姻
届
、
離

婚
届
、
養
子
縁
組
届
、
転
籍
届
な
ど

◎
住
民
異
動
な
ど
に
関
す
る
届
出

　
転
入
届
、
転
出
届
、
転
居
届
な

ど
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
券

面
事
項
更
新
な
ど

●
証
明
と
印
鑑
登
録

次
の
証
明
・
印
鑑
登
録
は
市
民
総

合
窓
口
（
１
階
）
④
番
へ

◎
証
明
書
の
発
行

　
印
鑑
登
録
証
明
、
住
民
票
の
写

し
、
戸
籍
全
部
・
個
人
事
項
証
明

（
戸
籍
の
謄
・
抄
本
）、
戸
籍
の
附

票
の
写
し
、
戸
籍
記
載
事
項
証
明

な
ど
を
発
行

計
画
税
、軽
自
動
車
税（
種
別
割
・

環
境
性
能
割
）、
市
た
ば
こ
税
、
入

湯
税

※
国
税
（
所
得
税
、
法
人
税
、
相
続

税
、
贈
与
税
、
酒
税
、
消
費
税
、
石

油
石
炭
税
、
石
油
ガ
ス
税
、
自
動
車

重
量
税
、
印
紙
税
、
登
録
免
許
税
、

国
た
ば
こ
税
な
ど
）は
富
田
林
税
務

署
（
☎
24
・
３
２
８
１
）
へ

※
府
税
（
府
民
税
、
事
業
税
、
不

動
産
取
得
税
、
府
た
ば
こ
税
、
ゴ

ル
フ
場
利
用
税
、地
方
消
費
税
、自

動
車
税
（
種
別
割
・
環
境
性
能
割
）、

軽
油
引
取
税
な
ど
）
は
南
河
内
府

税
事
務
所
（
☎
25
・
１
１
３
１
）
へ

※
減
免
制
度　
生
活
保
護
法
に
よ

る
生
活
扶
助
を
受
け
て
い
る
な
ど
、

特
別
な
事
情
が
あ
る
場
合
は
、
申

請
に
よ
り
市
税
の
減
免
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
を
。

●
税
に
つ
い
て
の
証
明

次
の
証
明
書
は
市
民
総
合
窓
口

（
１
階
）
④
番
へ

◎
証
明
書
の
発
行

　
土
地
家
屋
評
価
証
明
書
、
所
得

（
課
税
）
証
明
書
、
車
検
用
軽
自
動

車
税（
種
別
割
）納
税
証
明
書
、そ

の
他
納
税
証
明
書
な
ど
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障
が
い
者
の
福
祉

●
手
帳
の
交
付

障
が
い
福
祉
課
（
１
階
）
⑭
番
へ

　
身
体
障
が
い
者
手
帳
、
療
育
手

帳
、
精
神
障
が
い
者
保
健
福
祉
手

帳
の
交
付
な
ど
詳
細
は
お
問
い
合

わ
せ
を
。

●
重
度
障
が
い
者
医
療
費

助
成
制
度

保
険
医
療
課
（
１
階
）
⑧
番
へ

　
医
療
保
険
適
用
と
な
る
医
療
費

の
自
己
負
担
分
の
一
部
を
助
成
す

る
制
度
で
す
。
詳
細
は
お
問
い
合

わ
せ
を
。

●
補
装
具（
修
理
）費
の
支
給
、日

常
生
活
用
具
の
給
付
な
ど

障
が
い
福
祉
課
（
１
階
）
⑭
番
へ

　
義
肢
、
装
具
、
車
い
す
、
補
聴

器
な
ど
の
補
装
具
（
修
理
）
費
の

一
部
の
支
給
制
度
が
あ
る
ほ
か
、

ス
ト
ー
マ
装
具
（
消
化
器
系
・
尿

路
系
）、聴
覚
障
が
い
者
用
通
信
装

置
、
点
字
図
書
な
ど
日
常
生
活
用

具
の
給
付
制
度
が
あ
り
ま
す
。
ま

た
、
支
給
条
件
や
判
定
が
必
要
な

も
の
が
あ
り
ま
す
の
で
、
先
に
購

入
せ
ず
、
必
ず
事
前
に
担
当
課
に

相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

●
手
当
・
割
引
・
助
成
な
ど

障
が
い
福
祉
課
（
１
階
）
⑭
番
へ

　
手
当
に
は
次
の
よ
う
な
制
度
が

あ
り
ま
す
。
特
別
障
が
い
者
手
当
、

障
が
い
児
福
祉
手
当
、
府
重
度
障

が
い
者
在
宅
介
護
支
援
給
付
金
な

ど
。
障
が
い
基
礎
年
金
に
つ
い
て

は
、
市
民
窓
口
課
の
国
民
年
金
担

当
に
問
い
合
わ
せ
を
。

　
ま
た
、
割
引
・
助
成
に
は
次
の

よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま
す
。
タ
ク

シ
ー
料
金
一
部
助
成
、
有
料
道
路

の
通
行
料
金
の
割
引
な
ど
。
要
件

な
ど
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
を
。

●
日
常
生
活
の
充
実
の
た
め
に　

障
が
い
福
祉
課
（
１
階
）
⑭
番
へ

　
自
立
支
援
医
療
制
度
、
ホ
ー
ム

ヘ
ル
プ
、
短
期
入
所
、
施
設
へ
の

入
所
・
通
所
、
移
動
支
援
、
在
宅

重
度
障
が
い
者
入
浴
サ
ー
ビ
ス
、

手
話
通
訳
者
・
要
約
筆
記
者
の
派

遣
、
も
え
る
ご
み
シ
ー
ル
の
追
加

配
布
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

　
な
お
、
駐
車
禁
止
除
外
指
定
車

標
章
の
交
付
（
河
内
長
野
警
察
☎

54
・
１
２
３
４
）、
視
覚
障
が
い
者

用
府
政
だ
よ
り
（
府
政
情
報
室
）、

声
の
広
報
か
わ
ち
な
が
の
（
広
報

広
聴
課
）、
郵
便
に
よ
る
投
票
（
選

挙
管
理
委
員
会
）、貸
付
金
お
よ
び

車
い
す
・
リ
フ
ト
付
き
自
動
車
の

貸
付
（
社
会
福
祉
協
議
会
）、
マ
ル

優
制
度
の
適
用
（
各
金
融
機
関
）

な
ど
障
が
い
者
に
対
す
る
様
々
な

制
度
に
つ
い
て
は
各
機
関
に
別
途

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
福
祉
に
関
す
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

社
会
福
祉
協
議
会
喜
多
町
６
６

３
の
1
（
イ
ズ
ミ
ヤ
Ｓ
Ｃ
河
内
長

野
４
階
、
☎
65
・
０
１
３
３
）
へ

　
生
活
課
題
（
福
祉
課
題
）
な
ど

の
あ
る
人
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
紹

介
し
ま
す
。
ま
た
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
を
始
め
た
い
人
の
相
談
や
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
の
登
録
な
ど
を
受
け
付

け
て
い
ま
す
。

●
障
が
い
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
キ
タ

バ
あ
か
み
ね

小
山
田
町
３
７
９
の
16
（
☎
56
・

１
５
９
０
）
へ

　
障
が
い
者
を
対
象
に
デ
イ
サ
ー

ビ
ス
事
業
、
生
活
介
護
事
業
、
各

種
相
談
、
部
屋
の
貸
出
し
、
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
活
動
の
場
の
提
供
な
ど

を
行
っ
て
い
ま
す
。
詳
細
は
お
問

い
合
わ
せ
を
。

●
地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
こ
こ

ろ
ッ
と

本
町
10
の
15
足
立
ビ
ル
（
☎
FAX

87
・
０
３
５
０
）
へ

　
軽
ス
ポ
ー
ツ
や
趣
味
の
活
動
ほ

か
地
域
の
実
情
に
合
わ
せ
た
活
動

の
機
会
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、

社
会
と
の
交
流
を
は
か
る
場
で
す
。

見
学
な
ど
利
用
に
つ
い
て
は
直
接

お
問
い
合
わ
せ
を
。

●
相
談
支
援
事
業

　
市
で
は
、
障
が
い
者
や
そ
の
家

族
か
ら
生
活
相
談
（
日
常
生
活
や

就
労
、
日
中
活
動
の
場
な
ど
の
相

談
）
な
ど
に
対
応
す
る
た
め
、
社

会
福
祉
法
人
に
委
託
し
、
次
の
事

業
所
で
相
談
支
援
事
業
を
実
施
し

て
い
ま
す
。

◎
ピ
ア
セ
ン
タ
ー
か
わ
ち
な
が
の

＝
喜
多
町
663
の
１
イ
ズ
ミ
ヤ
Ｓ
Ｃ

河
内
長
野
４
階
（
☎
70
・
７
０
０

２
、
FAX
70
・
７
０
０
３
）
へ

◎
相
談
支
援
室
れ
ん
げ
の
お
か
＝

栄
町
25
の
37
児
童
療
育
支
援
プ
ラ

ザ
内（
☎
26
・
９
１
９
０
、
FAX
26
・

９
９
４
１
）

◎
地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
こ
こ

ろ
ッ
と
＝
本
町
10
の
15
足
立
ビ
ル

（
☎
FAX
87
・
０
３
５
０
）
へ

　
主
に
精
神
障
が
い
者
を
対
象
に

様
々
な
相
談
を
受
け
、
支
援
を
行

っ
て
い
ま
す
。

◎
相
談
支
援
り
ん
く
＝
北
青
葉
台

２
の
16（
☎
０
８
０
・
７
９
７
６
・

８
７
０
８
FAX
26
・
７
５
２
８
）

　
主
に
就
労
に
関
す
る
相
談
を
受

け
、
支
援
を
行
っ
て
い
ま
す
。

◎
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
ｍマ

ム
ｕ
ｍ
＝

中
片
添
町
11
の
9
（
☎
55
・
２
２

７
４
、
FAX
55
・
２
２
７
６
）
へ

　
主
に
障
が
い
児
を
対
象
に
様
々

な
相
談
を
受
け
、
支
援
を
行
っ
て

い
ま
す
。児

童
の
福
祉

●
子
ど
も
医
療
費
助
成
制
度

保
険
医
療
課
（
１
階
）
⑧
番
へ

　
子
ど
も
の
入
院
や
通
院
に
か
か

る
医
療
保
険
適
用
の
医
療
費
の
自

己
負
担
分
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

◎
対
象

18
歳
（
18
歳
到
達
以
降
最
初
の

3
月
31
日
）
ま
で
の
子
ど
も
。
詳

細
は
お
問
い
合
わ
せ
を
。

●
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
助
成

制
度

保
険
医
療
課
（
１
階
）
⑧
番
へ

ひ
と
り
親
家
庭
世
帯
に
対
し
て

医
療
保
険
適
用
の
医
療
費
の
自
己

負
担
分
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

◎
対
象

18
歳
（
18
歳
到
達
以
降
最
初
の

3
月
31
日
）
ま
で
の
児
童
を
扶
養

す
る
ひ
と
り
親
家
庭
。た
だ
し
、所

得
制
限
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
詳
細

は
お
問
い
合
わ
せ
を
。

●
児
童
の
手
当
・
給
付

こ
ど
も
子
育
て
課
（
1
階
）
⑫
番
へ

◎
児
童
手
当

　
中
学
校
修
了
前
の
児
童
を
養
育

し
て
い
る
人
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

（
所
得
制
限
あ
り
）

◎
児
童
扶
養
手
当

18
歳
到
達
日
以
降
最
初
の
3
月

31
日
ま
で
の
児
童
（
児
童
に
政
令

で
定
め
る
程
度
の
障
が
い
が
あ
る

場
合
は
20
歳
未
満
の
児
童
）
を
養

育
し
て
い
る
ひ
と
り
親
家
庭
な
ど

の
父
ま
た
は
母
な
ど
に
支
給
（
所

得
制
限
あ
り
）。

◎
特
別
児
童
扶
養
手
当

20
歳
未
満
で
、
政
令
に
規
定
す

る
障
が
い
の
状
態
（
1
級
ま
た
は

2
級
）
に
あ
る
児
童
を
養
育
し
て

い
る
父
母
な
ど
に
支
給
（
所
得
制

限
あ
り
）。
い
ず
れ
も
詳
細
は
お
問

い
合
わ
せ
を
。

●
保
育
所
・
認
定
こ
ど
も
園（
２・

３
号
）

こ
ど
も
子
育
て
課
（
1
階
）
⑫
番
へ

◎
保
育
所
・
認
定
こ
ど
も
園
へ
の

入
所　

　
保
育
所
７
か
所
、
認
定
こ
ど
も

園
16
か
所
（
11
ペ
ー
ジ
を
参
照
）

あ
り
ま
す
。
入
所
相
談
・
受
付
に

つ
い
て
は
お
問
い
合
わ
せ
を
。
保

育
所
・
認
定
こ
ど
も
園
へ
の
入
所

は
毎
月
18
日
（
閉
庁
日
の
場
合
は

そ
の
前
日
の
開
庁
日
）
を
期
限
に

こ
ど
も
子
育
て
課
で
随
時
受
付
し

て
い
ま
す
。
新
年
度
（
4
月
）
の

入
所
相
談
・
受
付
に
つ
い
て
は
お

問
い
合
わ
せ
を
。

◎
そ
の
他

　
通
所
児
以
外
の
子
と
そ
の
保
護

者
た
ち
を
対
象
に
催
し
へ
の
参
加

や
子
育
て
の
相
談
、
保
育
所
な
ど

で
の
一
時
預
か
り
事
業
も
実
施
。

詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
を
。

●
児
童
福
祉
施
設
の
短
期
利
用

こ
ど
も
子
育
て
課
（
1
階
）
⑫
番
へ

　
児
童
を
養
育
し
て
い
る
保
護
者

が
病
気
や
け
が
、
家
庭
養
育
上
の

事
由
に
よ
り
、
一
時
的
に
家
庭
で

保
育
で
き
な
い
場
合
や
経
済
的
な

理
由
に
よ
り
母
子
を
緊
急
一
時
的

に
保
護
す
る
こ
と
が
必
要
な
場
合

な
ど
に
、
児
童
福
祉
施
設
な
ど
で

保
護
し
ま
す
。
利
用
料
な
ど
詳
細

は
問
い
合
わ
せ
を
。

●
こ
ど
も
相
談
総
合
窓
口
（
こ
ど

も
フ
ァ
ミ
リ
ー
セ
ン
タ
ー
）

こ
ど
も
子
育
て
課
（
1
階
）
⑫
番
へ

　
０
～
18
歳
ま
で
の
こ
ど
も
に
関
わ

る
悩
み
・
家
族
関
係
に
つ
い
て
・
ヤ

ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
相
談
・
虐
待
相
談

な
ど
に
応
じ
ま
す
。
相
談
日
は
祝

休
日
を
除
く
月
～
金
曜
日
。
お
問

い
合
わ
せ
は
☎
53
・
８
０
０
１
へ
。

●
子
ど
も
・
子
育
て
総
合
セ
ン
タ

ー
あ
い
っ
く

本
町
24
の
1
（
ノ
バ
テ
ィ
な
が
の

北
館
５
階
・
☎
50
・
４
６
６
４
）
へ

　
あ
い
っ
く
で
は
親
子
で
参
加
し

て
遊
ん
だ
り
、
仲
間
づ
く
り
が
で

き
る
場
を
設
け
、
子
育
て
を
支
援

す
る
と
と
も
に
、
妊
娠
中
の
人
お

よ
び
子
育
て
中
の
保
護
者
の
子
育

て
に
関
す
る
相
談（
電
話
と
面
接
）、

サ
ー
ク
ル
の
立
ち
上
げ
や
活
動
の

支
援
を
行
っ
て
い
ま
す
。ま
た
、同

セ
ン
タ
ー
で
は
次
の
よ
う
な
事
業

を
行
っ
て
い
ま
す
。

◎
地
域
子
育
て
支
援
事
業

　
わ
く
わ
く
広
場
（
就
学
前
の
親

子
が
自
由
に
遊
ん
だ
り
お
し
ゃ
べ

り
で
き
る
場
）、
ベ
ビ
ー
タ
イ
ム

（
1
歳
未
満
の
赤
ち
ゃ
ん
と
保
護

者
の
集
ま
り
の
場
）、ヨ
チ
ヨ
チ
タ

イ
ム
（
9
か
月
～
1
歳
6
か
月
の

子
ど
も
と
保
護
者
の
集
ま
り
の

場
）、
訪
問
事
業
（
就
学
前
の
子
ど

も
が
い
る
家
庭
を
保
育
士
が
訪
問

し
、
育
児
相
談
や
子
育
て
サ
ー
ビ

ス
の
情
報
を
提
供
）
な
ど
を
実
施
。

詳
細
は
広
報
紙
で
お
知
ら
せ
し
ま

す
。

◎
一
時
預
か
り
室「
ピ
ー
チ
ル
ー
ム
」

　
生
後
6
か
月
か
ら
就
学
前
の
子

ど
も
を
有
料（
1
時
間
500
円
で
、4

時
間
ま
で
）
で
預
か
り
ま
す
。
事

前
登
録
要
。

◎
子
ど
も
交
流
ホ
ー
ル

　
講
座
や
会
議
な
ど
に
幅
広
く
ご

利
用
い
た
だ
け
る
有
料
の
貸
室
で
す
。

◎
幼
児
健
全
発
達
支
援
事
業

　
「
言
葉
が
遅
い
」「
落
着
き
が
な

い
」
な
ど
の
心
配
ご
と
が
あ
る
親

子
に
、親
子
遊
び
や
集
団
遊
び
、ス

タ
ッ
フ
と
の
話
し
合
い
な
ど
で
悩

み
の
解
決
を
お
手
伝
い
し
ま
す
。

ま
た
、
就
園
後
の
相
談
（
言
葉
・

友
達
関
係
、就
学
に
向
け
て
な
ど
）

や
「
サ
ポ
ー
ト
ブ
ッ
ク
は
ー
と
」

に
関
す
る
こ
と
、
し
ょ
う
と
く
園

入
園
に
関
す
る
相
談
に
応
じ
ま
す
。

相
談
日
は
祝
休
日
を
除
く
月
～
金

曜
日
。
お
問
い
合
わ
せ
は
☎
50
・

４
６
７
１
へ
。

◎
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ

ン
タ
ー
事
業

　
子
育
て
の
援
助
を
受
け
た
い
人

（
生
後
2
か
月
～
小
学
6
年
生
の

子
ど
も
を
持
つ
市
民
）
と
子
育
て

の
援
助
を
行
い
た
い
人
が
、
子
育

て
に
つ
い
て
地
域
で
助
け
合
う
相

互
援
助
活
動
で
す
。
会
員
登
録
が

必
要
で
す
。
お
問
い
合
わ
せ
は
☎

50
・
４
６
７
０
へ

●
ひ
と
り
親
家
庭
の
自
立
支
援
事
業

こ
ど
も
子
育
て
課
（
1
階
）
⑫
番
へ

◎
自
立
支
援
教
育
訓
練
給
付
金
事
業

　
ひ
と
り
親
家
庭
の
父
ま
た
は
母

が
職
業
能
力
開
発
の
た
め
の
講
座

を
受
講
す
る
場
合
、
受
講
料
を
補

助
し
ま
す
（
限
度
額
あ
り
）。
事
前

相
談
を
通
じ
て
、
講
座
の
指
定
認

定
を
受
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
を
。
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◎
高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
金
事

業
　
ひ
と
り
親
家
庭
の
父
ま
た
は
母

が
就
業
に
結
び
つ
き
や
す
い
資
格

を
取
得
す
る
た
め
に
養
成
機
関
に

１
年
以
上
修
業
す
る
場
合
に
一
定

額
を
支
給
。
対
象
と
な
る
資
格
は

看
護
師
、
准
看
護
師
、
介
護
福
祉

士
、
保
育
士
、
栄
養
士
、
社
会
福

祉
士
、
製
菓
衛
生
師
、
調
理
師
ほ

か
。
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
を
。

◎
高
等
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験

合
格
支
援
事
業

　
ひ
と
り
親
家
庭
の
父
ま
た
は
母

が
高
卒
認
定
試
験
の
合
格
を
目
指

す
場
合
に
、
支
援
対
象
講
座
の
受

講
料
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
（
限

度
額
あ
り
）。詳
細
は
お
問
い
合
わ

せ
を
。

◎
養
育
費
に
関
す
る
補
助
事
業

　
ひ
と
り
親
家
庭
の
父
ま
た
は
母

に
対
し
て
、
養
育
費
に
関
す
る
公

正
証
書
や
保
証
契
約
の
保
証
料
な

ど
の
本
人
負
担
部
分
を
補
助
し
ま

す
（
限
度
額
あ
り
）。
詳
細
は
お
問

い
合
わ
せ
を
。

●
放
課
後
児
童
会

放
課
後
児
童
課
（
昭
栄
町
７
の
1
、

キ
ッ
ク
ス
内
☎
54
・
１
０
０
０
）
へ

対
象　
小
学
校
に
在
籍
す
る
小
学

1
～
6
年
生
の
児
童
で
、
保
護
者

が
就
労
な
ど
に
よ
り
、昼
間
家
庭
に

い
な
い
状
態
が
月
に
17
日
以
上
あ

り
、
3
か
月
以
上
継
続
す
る
こ
と
。

期
間　
祝
休
日
・
年
末
年
始
・
お

盆
休
み
な
ど
を
除
く
月
～
土
曜
日

時
間　
平
日
：
授
業
終
了
時
刻
～

午
後
7
時
、
土
曜
日
：
午
前
8
時

～
午
後
6
時
、
長
期
休
業
日
等
：

午
前
8
時
～
午
後
7
時

開
設
場
所　
千
代
田
・
楠
・
長
野
・

小
山
田
・
三
日
市
・
高
向
・
天
野
・

川
上
・
加
賀
田
・
石
仏
・
南
花
台
・

美
加
の
台
の
各
小
学
校
内
ま
た
は

隣
接
地

負
担
金　
月
～
土
曜
日
利
用
＝
児

童
1
人
に
つ
き
月
額
７
０
０
０
円
、

月
～
金
曜
日
利
用
＝
児
童
1
人
に

つ
き
月
額
６
０
０
０
円
、
午
後
6

時
～
午
後
7
時
ま
で
の
延
長
利
用

＝
児
童
1
人
に
つ
き
月
額
１
０
０

０
円

※
同
一
世
帯
で
2
人
以
上
の
児
童

が
入
会
す
る
場
合
は
2
人
目
以
降

半
額
▽
世
帯
の
課
税
状
況
に
よ
り
、

減
免
制
度
あ
り
。

●
そ
の
他
の
支
援

こ
ど
も
子
育
て
課
（
1
階
）
⑫
番
へ

◎
母
子
父
子
・
寡
婦
福
祉
資
金
の

貸
付　

　
20
歳
未
満
の
児
童
が
い
る
ひ
と

り
親
家
庭
の
父
ま
た
は
母
や
寡
婦

な
ど
が
対
象

◎
ひ
と
り
親
家
庭
へ
の
支
援
員
の

派
遣　

　
一
時
的
な
病
気
な
ど
で
日
常
生

活
に
大
き
な
支
障
が
生
じ
て
い
る

場
合
な
ど

◎
助
産
施
設
へ
の
入
所　

　
経
済
的
な
理
由
で
入
院
助
産
が

で
き
な
い
妊
産
婦
に
出
産
を
援
助
。

対
象
は
生
活
保
護
世
帯
と
市
民
税

非
課
税
世
帯
の
妊
婦
。

生
活
福
祉

●
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
制
度

生
活
福
祉
課
（
１
階
）
⑬
番
へ

　
経
済
的
な
悩
み
や
、
仕
事
の
事

な
ど
、
生
活
上
の
不
安
や
問
題
に

つ
い
て
の
相
談
を
受
け
付
け
て
い

ま
す
。
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
を
。

●
生
活
保
護
制
度

生
活
福
祉
課
（
１
階
）
⑬
番
へ

　
自
身
の
収
入
や
資
産
な
ど
を
活

用
し
て
も
な
お
生
活
に
困
窮
す
る

人
に
対
し
、
そ
の
困
窮
の
程
度
に

応
じ
て
、必
要
な
保
護
を
行
い
、最

低
限
度
の
生
活
の
保
障
を
行
っ
て

い
ま
す
。
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ

を
。

生
活
と
産
業

●
自
治
会
活
動
へ
の
助
成
な
ど　

自
治
協
働
課
（
7
階
）
ほ
か
へ

　
集
会
所
整
備
補
助
金
、
防
犯
灯

の
設
置
申
請
、
自
主
防
犯
活
動
へ

の
助
成
金
（
危
機
管
理
課
）、
広
報

板
の
提
供
（
広
報
広
聴
課
）
な
ど

詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
を
。

●
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

長
野
町
５
の
１
の
３
０
３
（
ノ
バ

テ
ィ
な
が
の
南
館
3
階
・
☎
56
・

０
７
０
０
）
へ

　
消
費
生
活
相
談
（
12
ペ
ー
ジ
参

照
）、
悪
質
商
法
や
ク
ー
リ
ン
グ
・

オ
フ
な
ど
消
費
生
活
に
関
す
る
テ

ー
マ
の
出
前
講
座
（
グ
ル
ー
プ
や

団
体
で
の
申
し
込
み
）
な
ど
市
民

の
消
費
生
活
を
支
援
す
る
事
業
を

行
っ
て
い
ま
す
。

●
市
民
公
益
活
動

自
治
協
働
課
（
7
階
）
へ

　
市
民
公
益
活
動
の
支
援
な
ど
は

か
わ
ち
な
が
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・

市
民
活
動
セ
ン
タ
ー
（
社
会
福
祉

協
議
会
内
、
☎
65
・
０
１
３
３
）

へ
。
市
民
公
益
活
動
補
償
制
度
へ

の
加
入
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
の
設
立
認

証
、
市
民
公
益
活
動
へ
の
補
助
金

な
ど
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
を
。

●
商
工
業

産
業
観
光
課
（
4
階
）
へ

　
事
業
者
向
け
融
資
・
補
助
金
な

ど
、詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
を
。経

営
相
談
は
商
工
会
（
☎
53
・
９
９

０
０
）
へ
。

●
地
域
就
労
支
援

産
業
観
光
課
（
4
階
）
へ

　
就
労
に
関
す
る
相
談
機
関
の
案

内
や
情
報
提
供
な
ど
を
行
い
ま
す
。

労
働
相
談
（
12
ペ
ー
ジ
参
照
）

●
農
地

農
業
委
員
会
（
7
階
）
へ

●
農
林
業

農
林
課
（
4
階
）
へ

　
農
林
業
に
対
す
る
各
種
補
助
を

行
っ
て
い
ま
す
。
詳
細
は
お
問
い

合
わ
せ
を
。広

報
・
広
聴

●
広
報
紙
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

広
報
広
聴
課
（
5
階
）
へ

◎
広
報
か
わ
ち
な
が
の　

　
毎
月
1
日
に
発
行
。
届
か
な
い

と
き
は
お
問
い
合
わ
せ
を
。
目
の

不
自
由
な
人
に
録
音
版
を
郵
送
し

て
い
ま
す
。
希
望
者
は
お
申
し
込

み
く
だ
さ
い
。
な
お
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
も
聞
く
こ
と
が
で
き
ま

す
。
ま
た
、
図
書
館
と
障
が
い
者

福
祉
セ
ン
タ
ー
キ
タ
バ
あ
か
み
ね

で
は
、
点
字
版
広
報
紙
を
閲
覧
で

き
ま
す
。

◎
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ　

　
市
の
ニ
ュ
ー
ス
や
イ
ベ
ン
ト
情

報
な
ど
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。

●
市
へ
の
意
見
・
提
案
な
ど

広
報
広
聴
課
（
5
階
）
へ

◎
「
市
民
の
声
」
カ
ー
ド　

　
市
政
に
対
す
る
意
見
や
提
案
を

専
用
は
が
き
で
提
出
で
き
ま
す
。

専
用
は
が
き
は
市
内
公
共
施
設
な

ど
25
か
所
に
設
置
し
て
い
ま
す
。　

◎
広
聴
フ
ァ
ク
ス
（
�
56
・
１
７

６
１
）　

　
24
時
間
、
フ
ァ
ク
ス
で
意
見
・

提
案
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

◎
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　
フ
ォ
ー
ム
か
ら
お
問
い
合
わ
せ
や

意
見
提
案
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

情
報
公
開

●
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
制

度
総
務
課
（
４
階
）
へ

●
行
政
資
料
の
閲
覧

情
報
コ
ー
ナ
ー
（
１
階
）
へ

ご
み
・
し
尿

●
ご
み

環
境
衛
生
課
（
4
階
）
へ

◎
ご
み
の
分
別
収
集　

　
市
で
は
、
ご
み
の
減
量
化
と
資

源
化
に
力
を
入
れ
て
取
り
組
ん
で

い
ま
す
。「
ご
み
と
資
源
の
分
け
方・

出
し
方
」パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
参
照
の

上
、
ご
み
の
分
別
に
ご
協
力
く
だ

さ
い
。
な
お
、
ご
み
は
、
必
ず
推

奨
ご
み
袋
に
入
れ
て
（
粗
大
ご
み

を
除
く
）、
決
ま
っ
た
曜
日
に
ご
み

集
積
場
所
へ
出
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
ご
み
の
シ
ー
ル
制

　
資
源
ご
み
以
外
の
ご
み
は
、
シ

ー
ル
の
貼
付
が
必
要
で
す
。
シ
ー

ル
は
下
記
の
も
の
が
あ
り
ま
す
。　

◎
臨
時
ご
み
（
有
料
）　

　
引
越
し
や
家
の
片
付
け
な
ど
に

と
も
な
う
多
量
の
ご
み
は
、
自
宅

前
で
収
集
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

収
集
希
望
日
の
4
日
前（
土
・
日
・

祝
・
年
末
年
始
を
除
く
）
ま
で
に

お
申
し
込
み
を
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
申
し
込
み
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

◎
も
え
る
ご
み
臨
時
収
集（
有
料
）

　
ク
レ
ジ
ッ
ト
決
済
も
し
く
は
臨

時
収
集
専
用
シ
ー
ル
を
購
入
す
る

こ
と
で
、少
量
の
も
え
る
ご
み（
45

リ
ッ
ト
ル
以
下
の
推
奨
袋
２
個
ま

で
）を
玄
関
前
で
収
集
し
ま
す
。収

◎
清
掃
工
場
（
焼
却
場
）
へ
の
ご

み
の
持
ち
込
み
（
有
料
）　

　

市
内
で
発
生
し
た
ご
み
を
排
出

者
自
身
で
清
掃
工
場
に
持
ち
込
む

こ
と
が
で
き
ま
す
。
必
要
な
書
類
、

持
ち
込
む
こ
と
が
で
き
る
ご
み
の
種

類
な
ど
、
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
を
。

◎
ふ
れ
あ
い
収
集

　
要
介
護
状
態
や
障
が
い
な
ど
の

理
由
に
よ
り
、
ご
み
を
ご
み
集
積

場
所
ま
で
持
ち
出
す
こ
と
が
困
難

な
世
帯
ま
た
は
、
妊
娠
や
病
気
な

ど
に
よ
り
一
時
的
に
ご
み
出
し
に

困
っ
て
い
る
世
帯
を
対
象
に
、
玄

関
先
か
ら
の
収
集
を
実
施
し
て
い

ま
す
。

※
実
施
対
象
と
な
る
に
は
条
件
が

あ
り
ま
す
。
詳
細
は
お
問
い
合
わ

せ
を
。

◎
無
料
ご
み
シ
ー
ル
の
追
加
配
布　

　
３
歳
未
満
の
乳
幼
児
や
65
歳
以

上
の
高
齢
者
な
ど
で
お
む
つ
を
使

用
し
て
い
る
人
が
い
る
世
帯
に
ご

み
シ
ー
ル
を
追
加
で
配
付
し
て
い

ま
す
。
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
を
。

◎
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
清
掃
用
ご
み
袋　

　
環
境
衛
生
課
で
、
道
路
や
公
園

の
よ
う
な
公
共
の
場
所
を
清
掃
い

た
だ
く
際
に
使
用
で
き
る
ご
み
袋

（
ご
み
シ
ー
ル
貼
付
不
要
）を
配
付

し
て
い
ま
す
。

「無料」ごみシール（家庭系）

もえるごみ
シール

年１回、3月に世
帯人数に応じて
配送

もえないごみ・
粗大ごみシール

年１回、3月に世
帯人数にかかわ
らず、一定枚数
を配送

「有料」ごみシール（家庭系）

もえるごみシール
30㍑袋用（1枚50円）

無料ごみシールが不足し
た場合は、有料ごみシール
を市内販売所で購入して
ください。
※販売場所は問い合わせを。
市民総合窓口（1階）④番で
も購入できます。

もえるごみシール
45㍑袋用（1枚100円）

もえないごみ・粗大ごみ
シール（1枚500円）

●
し
尿

環
境
衛
生
課
（
4
階
）
へ

◎
く
み
取
り
の
申
し
込
み
・
く
み

取
り
料
の
支
払
い　

　
転
入
・
転
居
な
ど
で
新
た
に
く

み
取
り
を
希
望
す
る
場
合
は
申
し

込
み
が
必
要
で
す
。
く
み
取
り
料

金
は
く
み
取
り
実
施
時
に
「
く
み

取
り
券
」
を
収
集
者
に
お
渡
し
く

だ
さ
い
。
く
み
取
り
券
は
市
民
総

合
窓
口
や
市
内
販
売
所
で
事
前
に

購
入
し
て
く
だ
さ
い
。
料
金
の
計

算
方
法
や
販
売
所
な
ど
詳
細
は
お

問
い
合
わ
せ
を
。

住
ま
い
・
環
境

●
市
営
住
宅

都
市
計
画
課
（
5
階
）
へ

　
市
営
住
宅
は
、
低
額
所
得
者
の

住
宅
難
を
解
消
す
る
目
的
で
建
て

ら
れ
た
賃
貸
住
宅
で
す
。
空
き
が

あ
る
場
合
は
、
４
月
、
10
月
の
広

報
紙
に
入
居
者
募
集
記
事
を
掲
載

し
ま
す
。

集
希
望
日
の
４
日
前
（
土
・
日
・

祝
日
・
年
末
年
始
を
除
く
）
ま
で

に
お
申
し
込
み
を
。
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
申
込
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
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●
水
道

水
道
課
・
水
道
料
金
セ
ン
タ
ー（
6

階
）
へ

◎
必
要
な
届
出
・
水
道
料
金
（
問

い
合
わ
せ　
水
道
料
金
セ
ン
タ
ー　

☎
53
・
６
６
２
１
）

　
引
っ
越
し
や
名
義
変
更
の
場
合

は
届
出
が
必
要
で
す
。
連
絡
の
際

は
「
お
客
様
番
号(

水
道
使
用
水

量
等
の
お
知
ら
せ
な
ど
に
記
載)
」

を
忘
れ
ず
に
。
な
お
、
メ
ー
タ
ー

検
針
は
2
か
月
ご
と
に
行
い
ま
す
。

水
道
料
金
の
支
払
い
は
便
利
な
口

座
振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

◎
水
道
工
事
（
問
い
合
わ
せ　
水

道
課
）　

　
水
道
を
新
設
、改
造
、修
繕
、撤

去
す
る
と
き
は
市
指
定
給
水
装
置

工
事
事
業
者
（
指
定
工
事
店
）
に

依
頼
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

指
定
工
事
店
に
つ
い
て
は
お
問
い

合
わ
せ
を
。

※
な
お
、
配
水
管
や
給
水
管
な
ど

の
漏
水
を
発
見
し
た
ら
、
な
る
べ

く
早
く
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

●
下
水
道

下
水
道
課・下
水
道
管
理
サ
ー
ビ
ス・

水
道
料
金
セ
ン
タ
ー
（
6
階
）
へ

◎
下
水
道
工
事
（
下
水
道
課
）

　
新
築
・
リ
フ
ォ
ー
ム
な
ど
に
伴

う
下
水
道
工
事
や
、
く
み
取
り
便

所
・
浄
化
槽
か
ら
の
水
洗
化
工
事

は
、
市
指
定
の
排
水
設
備
工
事
指

定
業
者
に
依
頼
を
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
水
洗
便
所
改
造
工
事
資
金
援
助

制
度
（
下
水
道
課
）

　
水
洗
便
所
の
普
及
促
進
を
図
る

た
め
、
く
み
取
り
便
所
、
浄
化
槽

の
水
洗
便
所
改
造
工
事
を
さ
れ
た

人
に
対
し
、
工
事
費
の
負
担
を
少

し
で
も
軽
く
す
る
た
め
、
工
事
補

助
金
の
交
付
や
融
資
あ
っ
せ
ん
制

度
を
設
け
て
い
ま
す
。

◎
下
水
道
管
の
つ
ま
り
（
下
水
道

管
理
サ
ー
ビ
ス
☎
64
・
１
０
０
１
）

　
ト
イ
レ
や
台
所
・
風
呂
な
ど
の

排
水
の
つ
ま
り
な
ど
、
下
水
道
管

に
異
常
が
見
つ
か
っ
た
場
合
は
相

談
を
。

◎
下
水
道
使
用
料
（
水
道
料
金
セ

ン
タ
ー
）

　
上
水
道
の
使
用
水
量
に
応
じ
て

2
か
月
ご
と
に
水
道
料
金
と
同
時

に
お
支
払
い
く
だ
さ
い
。

●
浄
化
槽

　
保
守
点
検
と
法
定
検
査
・
清
掃

が
浄
化
槽
法
で
義
務
付
け
ら
れ
て

い
ま
す
。
維
持
管
理
の
相
談
は
富

田
林
保
健
所
（
☎
23
・
２
６
８
２
）

ま
で
。

●
公
害
対
策
・
市
営
斎
場

環
境
政
策
課
（
4
階
）
へ

◎
公
害
対
策　

　
大
気
汚
染
・
水
質
汚
濁
・
騒
音
・

振
動
・
悪
臭
な
ど
の
公
害
問
題
に

つ
い
て
、
相
談
に
応
じ
て
い
ま
す
。

◎
市
営
斎
場　
天
野
町
１
３
０
４

の
3
（
☎
54
・
３
１
８
９
）

施
設
概
要　
火
葬
室
・
告
別
収
骨

室
・
待
合
室
・
霊
安
室

業
務
時
間　
午
前
9
時
～
午
後
6
時

休
場
日　
1
月
1
日
・
2
日

火
葬
の
許
可
＝
市
役
所
業
務
時
間

中
は
市
民
窓
口
課
（
時
間
外
は
市

役
所
当
直
室
）
へ

市
営
斎
場
の
使
用
許
可
＝
右
記
業

務
時
間
内
に
市
営
斎
場
へ　

●
犬
・
猫
の
飼
育

◎
飼
犬
登
録
・
狂
犬
病
予
防
注
射

（
環
境
政
策
課
4
階
）　

　
生
後
90
日
を
経
過
し
た
犬
を
飼

う
場
合
、
飼
犬
登
録
を
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
１
年
に

１
度
狂
犬
病
予
防
注
射
を
受
け
、

注
射
済
票
の
交
付
を
受
け
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

飼
犬
登
録
・
注
射
済
票
の
交
付　

＝
市
民
総
合
窓
口
（
１
階
）
④
番
、

ま
た
は
大
阪
府
獣
医
師
会
加
盟
の

市
内
動
物
病
院

狂
犬
病
予
防
注
射
＝
動
物
病
院

◎
飼
え
な
く
な
っ
た
犬
・
猫
の
引

き
取
り（
有
料
）　
＝
大
阪
府
動
物

愛
護
管
理
セ
ン
タ
ー（
☎
０
７
２
・

９
５
８
・
８
２
１
２
）

◎
死
ん
だ
ペ
ッ
ト
の
引
き
取
り
＝ 

収
集
依
頼
は
環
境
衛
生
課（
４
階
）

へ
、
持
ち
込
み
は
市
営
斎
場
（
☎

54
・
３
１
８
９
）
へ

　
市
に
収
集
を
依
頼
す
る
方
法
と

直
接
市
営
斎
場
に
持
ち
込
む
方
法

が
あ
り
ま
す
。

●
耐
震
診
断
と
改
修
補
助
・
マ
イ

ホ
ー
ム
取
得
補
助
制
度

都
市
計
画
課
（
5
階
）
へ

　
耐
震
診
断
補
助
制
度
、
耐
震
設

計
・
改
修
補
助
制
度
、
木
造
住
宅

除
却
補
助
制
度
、
マ
イ
ホ
ー
ム
取

得
補
助
制
度
な
ど
に
つ
い
て
は
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

交
通
・
公
園
・
道
路

●
放
置
自
転
車

道
路
課
（
5
階
）
へ

◎
原
町
放
置
自
転
車
等
保
管
所　

原
町
４
の
３
の
65
（
外
環
高
架
下

☎
52
・
５
４
６
９
）

　
千
代
田
・
河
内
長
野
・
三
日
市

町
・
美
加
の
台
駅
周
辺
は
、
自
転

車
等
放
置
禁
止
区
域
で
す
。
放
置

さ
れ
た
ミ
ニ
バ
イ
ク
や
自
転
車
は
、

道
路
課
で
撤
去
し
、
原
町
放
置
自

転
車
等
保
管
所
に
て
2
か
月
間
保

管
し
て
い
ま
す
。
撤
去
さ
れ
た
場

合
は
、
お
早
め
に
返
還
手
続
き
を
。

●
里
道
・
水
路
の
管
理

道
路
課
ま
た
は
公
園
河
川
課
（
５

階
）
へ

　
里
道
・
水
路
の
除
草
、清
掃
、泥

上
げ
、
簡
易
な
補
修
は
地
元
住
民

（
自
治
会
、
水
利
組
合
含
む
）
で
行

っ
て
い
た
だ
く
よ
う
ご
協
力
を
お

願
い
し
て
い
ま
す
。

●
公
園
施
設
の
利
用

　
公
園
の
一
部
ま
た
は
全
部
を
独

占
的
に
利
用
し
よ
う
と
す
る
場
合

や
、
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
場
を
利
用
す

る
場
合
は
許
可
申
請
が
必
要
で
す
。

申
請
は
寺
ケ
池
公
園
管
理
事
務
所

（
小
山
田
町
６
７
４
の
５
）
に
て
、

左
記
の
通
り
受
け
付
け
ま
す
。

◎
寺
ケ
池
公
園
（
野
球
場
、
プ
ー

ル
及
び
庭
球
場
を
除
く
）

　
シ
ダ
ッ
ク
ス
大
新
東
ヒ
ュ
ー
マ

ン
サ
ー
ビ
ス
（
株
）（
☎
56
・
２
１

１
１
）

◎
寺
ケ
池
公
園
以
外
の
公
園
・
緑

地
（
下
里
運
動
公
園
及
び
大
阪
府

営
長
野
公
園
を
除
く
）

　
（
公
財
）河
内
長
野
市
公
園
緑
化

協
会
（
☎
56
・
１
１
５
５
）

●
道
路
の
占
用
・
境
界
の
明
示

道
路
課
（
5
階
）
へ

　
道
路
占
用
許
可
申
請
・
道
路
工

事
施
行
承
認
申
請
、
市
所
有
地
の

境
界
の
確
定
申
請
な
ど
詳
細
は
お

問
い
合
わ
せ
を
。

議
会
・
選
挙

●
議
会
の
傍
聴
、
請
願
・
陳
情

議
会
総
務
課
（
2
階
）
へ

◎
傍
聴　

　

市
議
会
定
例
会
は
3
月
・
6

月
・
9
月
・
12
月
の
年
4
回
開
か

れ
、
傍
聴
が
で
き
ま
す
。
詳
細
は

お
問
い
合
わ
せ
を
。

◎
請
願
・
陳
情　

　
請
願
も
陳
情
も
、
み
な
さ
ん
の

要
望
と
い
う
点
で
は
ま
っ
た
く
同

じ
と
言
え
ま
す
。
そ
の
趣
旨
と
提

出
者
の
住
所
・
氏
名
を
記
載
し
、署

名
ま
た
は
記
名
押
印
し
て
議
長
あ

て
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
た
だ
し
、
請
願
の
場
合
は
請
願

項
目
と
紹
介
議
員
の
署
名
ま
た
は

記
名
押
印
が
必
要
で
す
。
陳
情
の

場
合
は
紹
介
議
員
は
不
要
で
す
。

●
選
挙

選
挙
管
理
委
員
会
（
7
階
）
へ

◎
選
挙
権　

　
満
18
歳
以
上
の
国
民
は
国
会
議

員
の
選
挙
権
が
あ
り
、
さ
ら
に
市

内
に
引
き
続
き
3
か
月
以
上
住
ん

で
い
る
人
は
、
府
議
会
議
員
、
府

知
事
、
市
議
会
議
員
、
市
長
の
選

挙
権
が
あ
り
ま
す
。

◎
選
挙
人
名
簿　

　
登
録
さ
れ
る
に
は
、
住
民
票
が

作
成
さ
れ
た
日
ま
た
は
転
入
届
を

提
出
し
た
日
か
ら
引
き
続
き
3
か

月
以
上
住
民
基
本
台
帳
に
登
録
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
条
件
と
な
り
ま
す
。

◎
投
票　

　
投
票
日
の
前
日
ま
で
に
投
票
所

入
場
整
理
券
が
届
き
ま
す
。
も
し

紛
失
し
た
り
忘
れ
た
場
合
で
も
、

選
挙
人
名
簿
に
載
っ
て
い
れ
ば
投

票
で
き
ま
す
。
ま
た
、
仕
事
や
旅

行
、
病
気
な
ど
や
む
を
得
な
い
事

情
で
投
票
で
き
な
い
場
合
は
告

（
公
）示
日
の
翌
日
か
ら
投
票
日
の

前
日
ま
で
は
市
役
所
で
、
投
票
日

の
６
日
前
か
ら
前
日
ま
で
は
三
日

市
市
民
ホ
ー
ル
で
投
票
が
で
き
る

期
日
前
投
票
、
病
院
や
老
人
ホ
ー

ム
な
ど
不
在
者
投
票
指
定
施
設
な

ど
で
投
票
で
き
る
不
在
者
投
票
、

ほ
か
に
も
点
字
投
票
や
重
度
の
障

が
い
が
あ
る
人
の
郵
便
に
よ
る
投

票
な
ど
の
制
度
が
あ
り
ま
す
。
詳

細
は
お
問
い
合
わ
せ
を
。

教
育
・
人
権

●
市
立
学
校
の
就
学
・
転
学

学
校
教
育
課
（
7
階
）
へ

◎
就
学
時
健
康
診
断　

　
翌
年
4
月
に
小
学
校
へ
入
学
す

る
児
童
を
対
象
に
、
10
月
～
11
月

に
就
学
前
の
健
康
診
断
を
実
施
。

対
象
者
に
通
知
書
を
郵
送
し
ま
す
。

◎
市
立
小
・
中
学
校
へ
の
入
学　

　
保
護
者
に
入
学
（
就
学
）
通
知

を
郵
送
。

◎
市
内
へ
の
転
入
学

　
市
民
総
合
窓
口
で
転
入
手
続
き

後
、
就
学
校
指
定
通
知
書
を
発
行
。

そ
れ
を
持
っ
て
指
定
さ
れ
た
学
校
へ
。

◎
市
外
へ
の
転
学　

　
市
民
総
合
窓
口
で
転
出
手
続
き

後
、
就
学
者
異
動
通
知
書
を
発
行
。

そ
れ
を
現
在
通
学
中
の
学
校
へ
。

◎
市
内
で
転
居
し
て
学
校
が
変
わ

る
と
き　

　
市
民
総
合
窓
口
で
転
居
手
続
き

後
、
就
学
者
異
動
通
知
書
と
就
学

校
指
定
通
知
書
を
発
行
。
そ
れ
を

持
っ
て
指
定
さ
れ
た
学
校
へ
。

●
市
内
幼
稚
園
の
就
園

こ
ど
も
子
育
て
課
（
1
階
）
⑫
番
へ

◎
私
立
幼
稚
園
・
認
定
こ
ど
も
園

（
１
号
）
へ
の
入
園　

　
入
園
願
書
の
受
付
な
ど
に
つ
い
て

は
、
直
接
、
各
園
に
問
い
合
わ
せ
を
。

●
人
権
啓
発
・
平
和
へ
の
取
り
組

み
・
人
権
相
談

人
権
推
進
課
（
ま
た
は
人
権
協

会
・
市
役
所
内
）（
5
階
）
へ

　
人
権
の
相
談（
12
ペ
ー
ジ
参
照
）

●
男
女
共
同
参
画
の
推
進　

人
権
推
進
課
（
5
階
）
ま
た
は
男

女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー
キ
ッ
ク
ス

内
（
☎
54
・
０
０
０
３
へ
）

　
女
性
の
た
め
の
相
談
（
12
ペ
ー

ジ
参
照
）

生
涯
学
習
・
文
化
振
興

●
社
会
教
育
・
生
涯
学
習
の
推
進　

社
会
教
育
課（
昭
栄
町
７
の
1
、キ

ッ
ク
ス
内
☎
54
・
０
０
０
５
）
へ

◎
生
涯
学
習

　
公
民
館
活
動
（
住
所
・
電
話
番

号
は
10
ペ
ー
ジ
）、生
涯
学
習
の
情

報
提
供
、河
内
長
野
市
民
大
学「
く

ろ
ま
ろ
塾
」
な
ど
を
実
施
し
て
い

ま
す
。

●
市
民
ス
ポ
ー
ツ
の
推
進

市
民
ス
ポ
ー
ツ
課
（
７
階
）
へ

◎
ス
ポ
ー
ツ
振
興

　
各
種
ス
ポ
ー
ツ
大
会
、
ス
ポ
ー

ツ
教
室
・
相
談
・
講
習
会
な
ど
を

実
施
し
て
い
ま
す
。

●
図
書
館

　

 Supported by 

Ｔ
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昭
栄
町
７
の
１
（
☎
52
・
６
９
３

３
）
へ

開
館
時
間　
火
～
金
＝
午
前
10
時

～
午
後
７
時(

火
～
金
曜
日
の
祝

日
含
む
）、
土
・
日
＝
午
前
10
時
～

午
後
５
時

休
館
日　
毎
週
月
曜
日
、
年
末
年

始
、
特
別
整
理
期
間

●
文
化
財
の
保
護
・
文
化
の
振
興

文
化
課
（
7
階
）
へ

◎
文
化
の
振
興　

　
ラ
ブ
リ
ー
ホ
ー
ル
の
公
園
、
文

化
連
盟
な
ど
に
つ
い
て
は
、（
公

財
）
文
化
振
興
財
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市の施設
河内長野市役所 原町 1-1-1 ☎ 53-1111

★三日市市民ホール 三日市町 32-1
（フォレスト三日市3階）☎ 62-1313

消費生活センター 長野町 5-1-303
（ノバティながの南館 3 階）

☎ 56-0700

★ノバティホール ☎ 56-2360
★ラブリーホール

（文化会館） 西代町 12-46 ☎ 56-6100

★キックス
（市民交流センター）

昭栄町 7-1

☎ 54-0001

国際交流センター ☎ 54-0002
男女共同参画センター ☎ 54-0003
青少年センター ☎ 54-0005
図書館 ☎ 52-6933
道の駅
奥河内くろまろの郷 高向 1218-1 ☎ 56-9606

岩湧の森「四季彩館」 加賀田 3822-1 ☎ 63-5986
★キタバあやたホール

（小山田コミュニティセンタ
ー・小山田地域福祉センター）

小山田町 1824-4 ☎ 54-0773

★くすのかホール
（清見台コミュニティセンタ
ー・清見台地域福祉センター）

清見台 4-18-2 ☎ 62-7799

★みのでホール
（日野コミュニティセンター） 日野 980 ☎ 50-1203

かわちながのボランティア・
市民活動センター

喜多町 663-1
（イズミヤSC河内長野４階） ☎ 65-0133

★川上公民館 寺元 501 ☎ 65-1612
★加賀田公民館 加賀田 617-4 ☎ 62-2116
★高向公民館 高向 515-3 ☎ 54-4548
★老寿やすらぎ千代田公民館 木戸西町 1-2-9 ☎ 55-1125
三日市公民館 三日市町 288-1 ☎ 62-6155
★天見公民館 岩瀬 1244 ☎ 63-4074
★天野公民館 天野町 1520-5 ☎ 55-6191
★南花台公民館 南花台 8-4-1 ☎ 63-1131
ふるさと歴史学習館 高向 2230-5 ☎ 64-1560
★滝畑ふるさと文化財
の森センター 滝畑 483-3 ☎ 63-0201

保健センター
木戸東町 2-1

（大阪南医療センタ
ー内）

☎ 55-0301子育て世代包括支援
センター☆ゆめっく☆
休日急病診療所 ☎ 55-0300
★福祉センター 
キタバ錦渓苑 大師町 26-1 ☎ 65-0123

障がい者福祉センター
キタバあかみね 小山田町 379-16 ☎ 56-1590

（� 56-1592）

ピアセンターかわちながの 喜多町 663-1
（イズミヤSC河内長野４階）

☎ 70-7002
（� 70-7003）

子ども・子育て総合セ
ンターあいっく 本町 24-1 ☎ 50-4664

かわちながのファミリ
ー・サポート・センター 本町 24-1 ☎ 50-4670

子ども教育支援センター 美加の台 3-25-1 ☎ 26-7523

長野放課後児童会 西代町 14-1 ☎ 56-0850
三日市放課後児童会 上田町 380 ☎ 63-3300
高向放課後児童会 高向 86 ☎ 54-6318
天野放課後児童会 下里町 365 ☎ 56-5727
加賀田放課後児童会 加賀田 568-1 ☎ 63-3311
石仏放課後児童会 石仏 662 ☎ 68-8307
南花台放課後児童会 南花台 6-5-1 ☎ 64-0111
川上放課後児童会 清見台 4-18-1 ☎ 62-4570
小山田放課後児童会 小山田町 590-1 ☎ 56-2732
美加の台放課後児童会 美加の台 3-25-1 ☎ 63-5222
千代田放課後児童会 木戸町 649 ☎ 53-4400
楠放課後児童会 楠町東 1011 ☎ 56-7111
★市民総合体育館 大師町 25-1

問い合わせは
市民総合体育
館へ
☎ 65-0121

武道館 西代町 14-3
コノミヤ・スペランツァ球技場

（下里運動公園人工芝球技場） 下里町 809-9

下里総合運動場 下里町 892-3
赤峰市民広場（６月末で廃止） 小山田町 379-1
寺ケ池公園野球場 千代田台町 19-1
天野少年球技場 天野町 291
大師総合運動場 大師町 885-2
寺ケ池公園庭球場 千代田台町 826-1
大師庭球場 大師町 85-518
荘園庭球場 小山田町 2649-564
寺ケ池公園プール 千代田台町 19-1

木
き ん

根
こ ん

館
か ん

（林業総合センター ) 高向 1818-1 ☎ 64-8151

寺ケ池公園管理事務所
（野球場、プール及び
庭球場を除く）

小山田町 674-5
☎ 56-2111

寺ケ池公園管理事務所
同公園以外の公園・緑地（下里運動
公園及び大阪府営長野公園を除く）

☎ 56-1155

河内長野荘 末広町 3-25 ☎ 62-6666

河内長野市観光案内所 長野町５-1-114
（ノバティながの南館１階） ☎ 55-0100

斎場「金剛霊殿」 天野町 1304-3 ☎ 54-3189
資源選別作業所 上原西町 2-28 ☎ 53-9962
衛生処理場 高向 2092 ☎ 62-5522
河内長野消防署 小山田町 1663-3 ☎ 53-0119
河内長野消防署千代田出張所 木戸 1-23-5 ☎ 55-1245
河内長野消防署南花台出張所 南花台 8-4-3 ☎ 62-0155
学校給食センター 小山田町 379-3 ☎ 55-6411
西代浄水場 栄町 27-27 問い合わせは

市役所水道課へ
☎ 53-1111日野浄水場 日野 1376-2

三日市浄水場 東片添町 24-18
下水道維持管理ステ
ーション 清見台 1-2-4 ☎ 60-3388

原町放置自転車等保管所 原町 4-3-65 ☎ 52-5469

主要施設一覧　★は避難所施設

保育所・学校など
●保育所

聖愛保育園 野作町 11-46 ☎ 52-2973
大典保育園 小塩町 325-3 ☎ 63-7403
ちづる保育園 木戸西町 3-7-6 ☎ 54-5511
観心寺保育園 寺元 501-1 ☎ 65-0050
天宗清見台園 清見台 1-14-1 ☎ 65-6518

美加の台保育園 美加の台 1-35-7 ☎ 63-5110
おおさかちよだ
保育園 楠町西 1145 ☎ 52-1705

●幼稚園
私立 錦渓幼稚園 古野町 12-1 ☎ 53-3170

●認定こども園
市立 千代田台こども園 千代田台町 1-1 ☎ 53-2231

私立

勝山愛和青葉台
幼稚園 南青葉台 1-1 ☎ 65-1378

長野こども学園 古野町２-14 ☎ 52-5917
えぴーく幼稚園 美加の台 2-28-1 ☎ 63-2351
長野台幼稚園 緑ケ丘中町 8-8 ☎ 54-3211
奈良佐保短期大学附
属河内長野幼稚園 大矢船中町 10-1 ☎ 64-8740

ひなぎく幼稚園 木戸 1-5-8 ☎ 52-3214
大阪千代田短期
大学附属幼稚園 楠町西 1090 ☎ 53-5283

おしお幼稚園 南花台 1-27-1 ☎ 64-1122
くすのき幼稚園 末広町 623-23 ☎ 65-1167
みのりこども園 南花台 3-5-38 ☎ 62-2200
清教学園幼稚園 西代町 9-11 ☎ 53-3917
あまのこどもえん 天野町 295-1 ☎ 52-5819
柳風台こども園 木戸 3-9-1 ☎ 53-7960
高向こども園 旭ケ丘 36-10 ☎ 52-5753
★汐の宮こども園 汐の宮町 8-39 ☎ 52-1414

●小学校

市立

★千代田小学校 木戸町 649 ☎ 53-1371
★長野小学校 西代町 14-1 ☎ 52-6044
★小山田小学校 小山田町 590-1 ☎ 53-2527
★天野小学校 下里町 365 ☎ 52-2528
★高向小学校 高向 86 ☎ 52-2129
★三日市小学校 上田町 380 ☎ 62-2429
★加賀田小学校 加賀田 568-1 ☎ 62-2916
★天見小学校 天見 2370-1 ☎ 68-8004
★楠小学校 楠町東 1011 ☎ 53-8371
★石仏小学校 石仏 662 ☎ 68-8766
★川上小学校 清見台 4-18-1 ☎ 62-5353
★美加の台小学校 美加の台 3-25-1 ☎ 62-2468
★南花台小学校 南花台 6-6-1 ☎ 63-2511

●中学校

市立

★長野中学校 本多町 3-1 ☎ 53-2266
★西中学校 下里町 257-3 ☎ 52-2702
★東中学校 日東町 26-1 ☎ 62-2430
★千代田中学校 市町 1367-1 ☎ 54-6000
★加賀田中学校 石仏 570 ☎ 68-8778
★南花台中学校 南花台 6-6-1 ☎ 62-2777
★美加の台中学校 美加の台 7-2-1 ☎ 63-7878

私立 清教学園中学校 末広町 623 ☎ 62-6772

●高等学校
府立 長野高校 原町 2-1-1 ☎ 53-7371

私立 大阪暁光高校 楠町西 1090 ☎ 53-5281
清教学園高校 末広町 623 ☎ 62-6828

●その他大学等

私立
大阪千代田短期大学 小山田町 1685 ☎ 52-4141
★錦秀会看護専門学校 南花台 4-24-1 ☎ 21-9015
高野山大学河内長野キャンパス 小山田町 1685 ☎ 53-1101

主な官公庁など
河内長野警察署 西之山町 6-1 ☎ 54-1234
河内長野郵便局 喜多町 154 ☎ 62-2050
河内長野公共職業安定所 昭栄町 7-2 ☎ 53-3081
南河内環境事業組合第 2
清掃工場 日野 1564-3 ☎ 55-7456

JA 大阪南河内長野支店 本多町 4-8 ☎ 53-3085
商工会館 昭栄町 7-3 ☎ 53-9900

社会福祉協議会 喜多町 663-1
（イズミヤSC河内長野４階） ☎ 65-0133

シルバー人材センター 大師町 25-2 ☎ 65-0256
府立花の文化園 高向 2292-1 ☎ 63-8739
府営長野公園管理事務所 末広町 581-1 ☎ 62-2772
南河内農と緑の総合事務
所滝畑ダム分室 滝畑 240-2 ☎ 62-3672

南海　河内長野駅 本町 29-9 ☎ 52-2010
　　　三日市町駅 三日市町 64-2 ☎ 62-2059
近鉄　河内長野駅 本町 29-1 ☎ 52-2023
東部地域包括支援センター 本多町４- ３ ☎ 52-0180
中部地域包括支援センター 上田町 155-5 ☎ 55-3451
西部地域包括支援センター 小山田町 1701-1 ☎ 56-6600

●救急指定病院

大阪南医療センター 木戸東町 2-1 ☎ 53-5761
18 時以降は☎ 53-5764

南河内おか病院 木戸東町１-1 ☎ 55-1221
寺元記念病院 古野町４-11 ☎ 50-1111

●いざというときの連絡先　火事・救急 119 番 / 警察 110 番
河内長野市役所 ☎ 53-1111
大阪南消防局 ☎ 072-958-0119
河内長野消防署 ☎ 53-0119
河内長野消防署千代田出張所 ☎ 55-1245
河内長野消防署南花台出張所 ☎ 62-0155
河内長野警察署 ☎ 54-1234
大阪ガス株式会社 ☎ 0120-319424
河内長野ガス株式会社 ☎ 53-3561
関西電力㈱羽曳野営業所 ☎ 0800-777-8026
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いろいろな相談窓口
●市役所の中での相談　　※日時は変更する場合があります▷事前にお問い合わせください。

相談名 内容 相談員 日時 場所・申込・問い合わせ

市民相談 くらしの中で生じた問題に
ついての相談先の紹介 市職員 月～金曜日（電話相談も可）　

午前９時～午後５時 30 分 自治協働課

行政相談 国などの行政に対する苦情や
要望などについての相談 行政相談委員 毎月第１・第 3 火曜日

午前 10 時～正午 自治協働課

法律相談
（予約制）

不動産や金銭の賃借、離婚、相続
など 弁護士

毎週水曜日及び不定期月曜日
午後１時～４時３０分
※詳しくは当該月の広報紙で。

自治協働課

人権相談 人権全般・人権侵害・心配ごとなど 人権擁護委員 毎月第２・第４火曜日
午前 10 時～午後１時 人権推進課

人権あれこれ
相談

人権全般・人権侵害、生活で発生す
る様々な悩みや心配ごとの相談など

人権協会相談員 月～金曜日（電話相談も可）
午前９時～午後５時 30 分

人権協会
（人権推進課内）進路選択

支援相談
高校・大学などへの進学に関する
奨学金（教育資金）の相談など

ひとり親
家庭相談

ひとり親家庭の父または母の自立に
関する就労・離婚・貸付などの相談

母子・父子自立
支援員

月～金曜日（電話相談も可）
午前９時～午後５時 こども子育て課

こども相談総合
窓口（こどもファ
ミリーセンター）

０～ 18 歳までの子どもに関わる悩み、
家族関係の不安や心配についての相談・
ヤングケアラー相談・虐待相談など

保育士・保健師・
社会福祉士・心
理士など

月～金曜日
午前９時～午後５時 30 分 こども子育て課

就労支援相談 就労に関する相談機関の案内や
情報提供など 市職員 月～金曜日（電話相談も可）

午前９時～午後５時 30 分 産業観光課

生活困窮者
相談

仕事や経済的な相談のほか、
生活にお困りの様々な相談 相談支援員 月～金曜日

午前９時～午後５時 15 分 生活福祉課

ひきこもり等
相談

社会参加に不安を持つ人と
その保護者に対する相談 NPO 法人相談員 毎月原則第２木曜日

午前 10 時～正午 生活福祉課

障がい者相談
障がい福祉について、日常生活や
社会生活上のいろいろな相談や
助言、指導など

市職員 月～金曜日（電話相談も可）
午前９時～午後５時 30 分 障がい福祉課

●市役所の外での相談　　※日時は変更する場合があります▷事前にお問い合わせください。
相談名 内容 相談員 日時 場所・申込・問い合わせ

消費生活相談 契約のトラブルや消費生活に関す
る相談など 消費生活相談員 月～金曜日 ( 祝休日を除く )

午前 10 時～午後 4 時
消費生活センター
☎ 56-0700

育児相談
（予約制） 就学前までの子どもに関する相談 保育士、保健師、

心理相談員など
水曜日を除く毎日
午前 10 時～午後 5 時 30 分

子ども・子育て総合セン
ターあいっく☎ 50-4664

教育相談 小中学生および保護者からの学校・家庭
生活の相談 ( いじめ、不登校、進路など ) 教育相談員 月～金曜日（祝休日を除く）

午前 9 時～午後 4 時 15 分
教育相談センター
☎ 0120-52-3774

労働相談 賃金や勤務条件などの労働問題の
相談 社会保険労務士 随時（申込者の都合に合せて

日程調整可）
申込・問い合わせ＝産
業観光課、相談場所＝
社会保険労務士事務所

就労支援相談 就労に関する相談 就労支援相談員 随時（申込者の都合に合せて
日程調整可）

申込・問い合わせ＝産
業観光課、相談場所＝

（一社）大阪青少年支
援機構ポラリス事務所

就労支援相談
（49 歳以下）

就労に不安を持つ 49 歳以下の
人やその家族からの相談

南河内地域若者
サポートステー
ション相談員

毎月第１・第 3 木曜日
午後１時～５時

南河内地域若者サポ
ートステーション
☎ 0721-26-9441

心配ごと相談 生活に関する心配や悩みごとなど 民生・児童委員
毎月第 2・第 4 水曜日（祝休
日を除く）午前 10 時～正午
※詳しくは当該月の広報紙で。

社会福祉協議会
☎ 65-0133

女性のための
相談（予約制）

女性の悩み全般 ( 子ども、パート
ナー、仕事、生き方、ドメスティ
ック・バイオレンス = 配偶者や恋
人などからの暴力など女性の悩み
なら何でも )

女性カウンセラー

毎月第２水曜日、第３土
曜日、第４水曜日

男女共同参画センター
☎ 54-0003( キックス
内 ) または人権推進課

女性のための
電話相談

毎月第１・３月曜日、第２・４
木曜日午前 10 時～午後４時

人権協会
（☎090-8967-2750）

●市役所の外での相談　　※日時は変更する場合があります▷事前にお問い合わせください。
相談名 内容 相談員 日時 場所・申込・問い合わせ

福祉総合相談
福祉全般 ( 地域福
祉活動に関するこ
とを含む ) に関す
る相談

地域コミュニ
ティソーシャ
ルワーカー
( 相談支援員 )

月～金曜日（施設が休館
のときは電話のみ）
午前 10 時～午後 4 時 30 分

下記のいきいきネット相談支援センターへ
人権協会内　　　　　☎ 090-6980-5532
老寿やすらぎ千代田公民館内
　　　　　　　　　　☎ 080-1527-4629
キタバあやたホール内　☎ 080-1459-3270
くすのかホール内　　☎ 090-5360-4213
三日市公民館内　　　☎ 090-5129-3516
天野公民館内　　　　☎ 090-5130-1862
加賀田公民館内　　　☎ 080-1457-1416

高 齢 者 総 合
相談

高齢者の介護や健
康、医療や生活に
関する相談、高齢
者虐待に関する相
談、成年後見制度
に関する相談など

地域包括支援
センター職員

月～土曜日（祝休日を除く）
午前 9 時～午後 5 時 30 分
※緊急の場合は 24 時間
電話対応

・東部地域包括支援センター（千代田・長野・
川上小学校区）　☎ 52-0180
・中部地域包括支援センター（三日市・石仏・
南花台・天見・美加の台・加賀田小学校区）
☎ 55-3451
・西部地域包括支援センター（楠・小山田・
天野・高向小学校区）　☎ 56-6600
※お住まいの住所によって担当の地域包括
支援センターが異なります。

障がい者
生活支援相談

生活全般から就労
まで、様々な相談
を受け、支援を行
っています。

相談支援
専門員など

月～金曜日 ( 祝休日を除く )
午前 9 時～午後 5 時 30 分

ピアセンターかわちながの
( イズミヤ SC 河内長野４階 )　
☎ 70-7002　� 70-7003

地域活動支援センターこころッと
☎� 53-4086

相談支援センターｍマ ムｕｍ
☎ 55-2274　� 55-2276

医療・介護・
福祉相談

医療・介護・福祉
のことなど（予約可）

医師・看護師
など

毎月第３水曜日
午後２時～４時

河内長野市医師会地域連携室・まちのれん
けい室市民相談会　☎ 54-1700

緊急時の連絡は　事件・事故＝局番なしの110番　火災・救急・救助＝局番なしの119番

休日急病診療所　　木戸東町2-１　☎55-0300　
※健康保険証を必ず持ってきてください。
※中学生以下は内科での受診ができません。

救急安心センターおおさか
●携帯電話・PHS・プッシュ回線から☎♯7119　
●☎06-6582-7119（すべての電話でご利用可能）
※24時間毎日、急な病気やけがの緊急性についての助言、
応急手当についての助言、救急病院の案内を行っています。

救急病院
※病気やけがが軽く、自分で病院へ行ける時は、下記
の救急病院またはかかりつけの病院へ直接問い合わせを。
※どの病院に行けばよいのか分からない時は、大阪南消
防局指令センター（☎072-958-0119）へお問い合わ
せください。
●大阪南医療センター（☎53-5761、夜間☎53-5764）
●寺元記念病院（☎50-1111）
●南河内おか病院（☎55-1221）

診療科目 診療日 受付時間

内科
土曜日 午後6時～8時40分
日曜、祝休日、年末
年 始（12/30 ～
1/3）

午前10時～11時40分
と午後1時～3時40分

歯科
日曜、祝休日 午前10時～11時40分
年末年始（12/30
～1/3）、5/3～5/6

午前10時～11時40分
と午後1時～3時40分

小児急病診療（中学生以下の子どもが対象）
河内長野市を含む近隣市町村が共同で医師を確保し、
数少ない小児科医の協力のもと実施しています。

小児救急電話相談
●NTTのプッシュ回線や携帯電話から☎♯8000　
●ダイアル回線・IP電話からは☎06-6765-3650へ
※午後7時～翌朝8時に子どもが急病になり、受診する
かどうか迷った時にご利用ください。

大阪府救急医療情報センター
☎06-6693-1199（24時間/医療機関情報）　
救急車を呼ぶほどではないが、適切な医療機関がわから
ない場合や、市外（大阪府内）の医療機関の情報につい
ての案内を行っています。

子ども

診療病院 富田林病院 当番病院

診療日 日曜日、祝休日、年末
年始（12/29～1/3） 毎日

受付時間 午前9時～11時30分
午後1時～3時30分

平日は午後8時～翌朝
8時、土・日曜日、祝
休日、年末年始は、午
後4時～翌朝8時

受診方法
直接富田林病院へ

（富田林市向陽台
1-3-36☎29-1121）

大阪南消防局指令セン
ター（☎072-958-0119）
に連絡


